
中央児童センター ＡＥＤ賃貸借仕様書 

 

１ 機器の仕様について 

（１）下記の付属品を含むこと 

① バッテリー（本体に内蔵であること） 

② 除細動用電極パッド２組（成人対応パッド・小児対応パッド〔共通パッドでも可〕） 

  ※予備の電極パッドも収納されていること 

③ 本体収納バッグ（キャリングケース） 

④ ５年間分の保守・点検（バッテリー、電極パッドを含む） 

⑤ 消耗品セット（カミソリ・人工呼吸用マスク、手袋など） 

 

（２）規格 

① 自動体外式除細動器が、小児等への適用モデルであること。 

② 小児でも使用可能な薬事承認を受けていること。 

③ 小児用カートリッジもしくは本体の切り替えで、小児モードに変換できること。 

④ 電極パッドを貼ることにより、除細動が必要な心電図を機器が自動で解析すること。 

⑤ バッテリーは待機状態で２年以上の寿命を有すること。 

賃借期間中の消耗品（電極パッド及びバッテリー）の交換時期は受注者において管

理するものとし、交換時期が到来した場合は遅滞なく交換すること。また、緊急時

に使用した電極パット及びバッテリーは追加費用を不要とし、補充すること。 

  （※消耗品の交換・補充は、AED が正常に作動することの確認を含む。ただし、規

格によりセルフチェック機能がある場合は送付による交換でも可能とする。） 

⑥ バッテリーは充電式ではない長寿命リチニウムバッテリーとし、100 回程度以上の

除細動ショック動作を保証すること。 

⑦ 除細動時の波形等を装置内に記憶可能なこと。 

⑧ 電極パッドはプリコネクト式であり、左右のパッドは一体型ではないこと。 

⑨ 内部回路、バッテリー、電極パッドと本体接続状態を確認し、使用の可否を毎日セ

ルフチェックし、表示すること。また、異常時には警告音等により知らせることが

できること。 

⑩ 機器の操作方法は、日本語の音声案内によること。 

⑪ 救急蘇生法の指針 2020 対応であること。 

⑫ 本体収納バッグは、本体を保護し衝撃に対応できるものであり、屋外等への持ち運

びが可能なもの。 

 

２ 賃貸借期間（5年間） 

  2025 年 10 月１日から 2030 年９月 30日まで 

納入期限は 2025 年９月 30日とする。 

 

３ 賃借料の支払い 

  ３ヶ月分ずつ年４回（６、９、12、３月末日）請求し、請求受理後 30日以内に支払

う。 

 

 

 



４ 設置台数及び設置場所 

１台 中央児童センター 
 

５ 入札金額  

  １ヶ月の賃借料（税抜）を記入すること。 

 

６ その他 

（１）リース業務を行っていない場合は、リース会社との三社契約も可とします。 

（２）本契約については、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とします。 

（３）本契約に係る予算が計上されない場合や減額された場合等においては契約を解約

することや契約を変更することがあります。この場合に生じた損害等の事後処理に

ついては、須坂市と落札業者との間で協議して定めるものとします。 

 

◎入札に係る問い合わせ先： 

 須坂市教育委員会学校教育課児童生徒支援係  上條（担当者） 

 〒382－8511 須坂市大字須坂 1528－1 

 電話 026－248－9010（課専用） FAX 026－248－8825 


